
 

 

 

 

第 ５ 回 

 

 

熊本県議会 

 

農林水産常任委員会会議記録 
 

 

平成21年10月５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所 第 １ 委 員 会 室 



第５回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成21年10月５日) 

 - 1 - 

 

  第 ５ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成21年10月５日(月曜日) 

午前10時１分開議 

午後０時２分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成21年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

議案第17号 財産の無償譲渡及び無償貸付

けについて 

議案第18号 平成21年度県営かんがい排水

事業、県営経営体育成基盤整備事業、

農免農道事業、広域農道事業、一般農

道事業、県営中山間地域総合整備事

業、ふるさと農道緊急整備事業、水と

緑ふるさと保全対策事業、山のみち地

域づくり交付金事業、水域環境保全創

造事業、地域水産物供給基盤整備事

業、広域漁港整備事業、単県漁港改良

事業、単県漁港しゅんせつ事業及び漁

村再生交付金事業の経費に対する市町

村負担金について 

議案第19号 平成21年度農地海岸保全事業

及び漁港海岸保全施設整備事業の経費に

対する市町負担金について 

議案第20号 平成21年度県営土地改良事業

の経費に対する市町村負担金について 

報告第１号 専決処分の報告について 

報告第２号 専決処分の報告について 

報告第15号 財団法人熊本県農業公社の経

営状況を説明する書類の提出について 

報告第16号 社団法人熊本県林業公社の経

営状況を説明する書類の提出について 

報告第17号 財団法人熊本県林業従事者育

成基金の経営状況を説明する書類の提出

について 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

① 国営川辺川土地改良事業（利水事 

業）の現状と今後の進め方について 

――――――――――――――― 

出席委員(７人) 

委 員 長 九 谷 弘 一 

副委員長 髙 野 洋 介 

委  員 村 上 寅 美 

委  員 前 川   收 

委  員 平 野 みどり 

委  員 城 下 広 作 

委  員 井 手 順 雄 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長  田 大 作 

次 長 福 島   淳 

次 長 藤 井 正 範 

次 長 加 納 義 英 

次 長 下 林   恭 

次 長 堤   泰 博 

農林水産政策課長 白 濵 良 一 

団体支援総室長 牧 野 俊 彦 

団体支援総室副総室長 浜 田 義 之 

農林水産政策監兼 

団体検査室長 加 久 伸 治 

農村・担い手支援課長 村 山 栄 一 

農業技術課長 渡 辺 弘 道 

農産課長 麻 生 秀 則 

園芸生産・流通課長 城   啓 人 

畜産課長 高 野 敏 則 

農村計画・技術管理課長 宮 崎 雅 夫 

農林水産技術管理監兼 
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技術管理室長 山 本 一 登 

農村整備課長 大 薄 孝 一 

首席農林水産審議員兼 

森林整備課長 織 田   央 

林業振興課長 藤 崎 岩 男 

森林保全課長 久 保 尋 歳 

水産振興課長 神 戸 和 生 

漁港漁場整備課長 尾 山 佳 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課課長補佐 鹿 田 俊 夫 

政務調査課課長補佐 楢木野 美紀子 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○九谷弘一委員長 それでは、ただいまか

ら、第５回農林水産常任委員会を開会いたし

ます。 

 初めに、本委員会に付託されました議案を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。 

 また、本日の説明等を行われる際、執行部

の皆様は着席のまま行ってください。 

 それでは、田農林水産部長から総括説明

を行い、続いて各課長から順次説明をお願い

いたします。 

 

○田農林水産部長 初めに、国の経済対策

関係補正予算の凍結の動きについてでござい

ます。 

 心配しておりました補正予算事業に係る執

行の見直しについては、10月１日の農林水産

大臣の会見において、地方の予算に計上され

ているものなどは見直しをしないとの発言が

ありました。 

 当部関係事業では、県を経由するものはお

おむね既に予算措置をしている状況ではござ

いますが、政府においては、各省庁からの報

告内容を精査し、追加削減の努力を求め、中

止する事業や金額などを10月中に固めるとい

う考えであり、今しばらく注視する必要があ

るというふうに考えております。 

 次に、赤潮について御報告申し上げます。 

 ６月に有明海、７月に八代海において発生

した赤潮について、県では赤潮警報を発して

注意を呼びかけておりましたが、その後、広

がりが見られ、養殖業において、ブリ、シマ

アジ等62万尾、８億7,000万円余という多額

の被害が発生いたしました。 

 九谷委員長、髙野副委員長を初め、各委員

の皆様方には、現地調査を実施していただ

き、お礼を申し上げます。 

 それでは、今回御提案しております議案の

概要につきまして御説明を申し上げます。 

 今回御提案いたしておりますのは、平成21

年度一般会計補正予算関係と条例等関係４件

及び報告事項５件でございます。 

 まず、一般会計補正予算についてでござい

ますが、総額37億円余の増額補正となってお

り、当初予算、６月補正予算と合わせた補正

後の農林水産部の一般会計予算総額は、806

億円余となっております。 

 補正予算の内容は、主に経済対策に対応し

たもの、赤潮対策関係及び災害復旧関係でご

ざいますが、その概要について御説明申し上

げます。 

 まず、農業関係では、農業生産の向上等の

ための乾燥調製施設等の補修等に対する助成

のほか、生乳生産量を補う搾乳牛の緊急導入

に対する助成や、県産茶の急激な価格低迷に

対応するため、消費拡大及びブランド化に向

けた地域の取り組みに対する支援を行うこと

としております。 

 林業関係では、６月議会で御承認いただき

ました森林整備促進及び林業等再生基金を活

用して、森林整備を推進するための中核作業

道整備に対する助成を行うほか、地域材活用

による公共施設整備や製品開発、高性能林業

機械導入や木材加工流通施設整備等に対する

助成を行いたいと考えております。また、森
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林整備を推進するための間伐に対する助成を

行うこととしております。 

 水産業関係では、施設が老朽化している水

産物荷さばき所の整備や市町村の増殖場など

の整備に対する助成を行うほか、初めに御説

明いたしました赤潮対策緊急支援事業とし

て、漁業近代化資金の融資枠の拡大と融資機

関に対する利子助成等を行うこととしており

ます。 

 そのほか、梅雨前線豪雨等による災害復旧

関係では、農地・農業用施設災害復旧事業、

治山事業、林道災害復旧事業について、所要

額を計上いたしております。 

 次に、条例等案件といたしましては、財産

の譲渡及び貸付けのほか、市町村負担金関係

３議案を提案いたしております。 

 負担金関係は、平成21年度に実施します農

地海岸、農道、林道、漁場等の各事業、県営

土地改良事業に要する経費の一部について、

受益市町村に負担いただく負担率を定めるも

のでございます。 

 次に、報告事項といたしましては、財団法

人熊本県農業公社、社団法人熊本県林業公社

及び財団法人熊本県林業従事者育成基金の経

営状況を説明する書類を提出しております。

また、職員による交通事故の和解及び賠償額

の決定についての専決処分の報告を提出いた

しております。 

 このほか、総務常任委員会に付託された事

項のうち、熊本県手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について、当部関係分を報告さ

せていただきます。 

 以上が主な概要でございますが、詳細につ

いては、それぞれ担当課長、総室長から御説

明申し上げますので、よろしく御審議のほど

お願いいたします。 

 また、その他報告事項といたしまして、国

営川辺川土地改良事業（利水事業）の現状と

今後の進め方について、担当課長から御報告

申し上げることとしております。 

 以上、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○白濵農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 平成21年度９月補正予算の総括表でござい

ます。 

 農林水産部全体では、合計で37億円余の増

額補正でございます。 

 ２ページをお願いします。 

 農林水産政策課の補正予算でございます。 

 林業研究指導所費の試験調査指導費とし

て、528万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 内容につきましては、説明欄に記載のとお

り、林産業の生産技術の研究開発等につい

て、全国12機関により共同研究を行うもので

ございます。 

 次に、21ページをお願いします。 

 21ページの議案第18号から26ページの議案

第20号、いずれも、平成21年度の農林水産部

所管の県営事業につきまして、受益市町村か

ら徴収をします市町村負担金を定めるもので

ございます。 

 市町村負担金を定めるに当たっては、受益

市町村の意見を聞いた上で、県議会の議決を

経て定めることとなっておりますが、関係法

が地方財政法、海岸法、土地改良法と異なっ

ておりますので、その根拠法ごとに議案を提

案しております。 

 市町村負担金につきましては、知事の議案

説明でもありましたとおり、直轄事業負担金

の抜本的見直しを国に求めていること等を踏

まえまして、県事業に係る市町村負担金のあ

り方について、県、市町村の共通理解に基づ

く制度として再構築するため、現在、市町村

と協議を行いながら見直し作業に取り組んで

いるところでございます。なお、今年度まで

は従来どおりの負担率で進めることで市町村
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から御理解を得ているところです。 

 以上、よろしく御審議のほどをお願いしま

す。 

 続きまして、27ページをお開き願います。 

 報告第１号では、交通事故に関する専決処

分の報告でございます。内容は、28ページの

資料で御説明いたします。 

 ことし６月８日に、天草地域振興局の農地

整備課の職員が、上天草市大矢野町のコンビ

ニエンスストア駐車場において公用車を駐車

場から後進で移動させた際に、同駐車場に進

入してきた車両に接触したものでございま

す。 

 今回の事故は、職員に全面的な注意義務違

反が認められることから、双方の過失割合

は、県側10対相手側ゼロと判断されまして、

相手方の損害額７万2,464円の全額を県加入

の任意保険から賠償することで和解が整い、

本年８月24日に和解及び損害賠償額の決定に

ついて専決処分を行ったものでございます。 

 続きまして、29ページをお開き願います。 

 報告第２号も、同じく交通事故に関する専

決処分の報告でございます。内容は、30ペー

ジの資料で御説明いたします。 

 昨年12月15日に、上益城地域振興局の農地

整備課の職員が、御船町の国道443号を公用

車で走行中、信号機のない交差点において右

から左に自転車に乗って横断しておられた相

手に気づくのがおくれまして、衝突を避ける

ために急ブレーキをかけハンドルを切ったの

ですが、間に合わず自転車に接触したもので

ございます。相手は、接触後転倒し、左恥骨

骨折及び左前額部挫創によりまして61日間の

入院治療に至りました。 

 今回の事故は、交差点での自転車と四輪車

との衝突であるため、双方の過失割合は、県

側85対相手は15と判断されまして、相手方の

損害額177万392円を過失相殺いたしまして、

158万5,351円を県加入の自賠責保険及び任意

保険から賠償することで和解が整いまして、

本年９月２日に、和解及び損害賠償額の決定

について専決処分を行ったものでございま

す。 

 今回の２件の事故は、職員が十分注意する

ことで防ぐことができた事故であると認識し

ております。これまでも、機会あるごとに交

通事故防止の指導を徹底したところでござい

ますが、法令を遵守すべき義務と責任がある

公務員といたしまして、いま一度交通法規の

遵守、事故の防止につきまして、指導徹底を

図ってまいります。 

 続きまして、農業公社の経営状況について

御報告したいと思います。 

 31ページをお開き願いたいと思います。 

 報告第15号財団法人熊本県農業公社の経営

状況を説明する書類の提出についてでござい

ます。 

 内容につきましては、農林水産政策課、農

村・担い手支援課及び畜産課にまたがります

ので、農林水産政策課から御報告をさせてい

ただきます。 

 平成20年度の経営状況について御説明いた

します。お手元の冊子の経営状況を説明する

書類というのがありますけれども、その中に

要約した資料を挟んでおりますので、そちら

で御説明させていただきたいと思います。１

枚紙の書類でございます。 

 Ⅰの基本情報に記載しております設立の趣

旨、設立年月日、所在地、組織、基本金につ

きましては、記載のとおりでございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 Ⅱの平成20年度決算の概要についてでござ

いますが、当公社には、農地保有合理化事業

と畜産基盤整備事業を行う一般会計及び公共

育成牧場の経営を行う畜産振興基金特別会計

と農業公園管理運営等事業特別会計の３会計

がございます。 

 下段の正味財産期末残高は、合計で5,600

万円余となっております。これらのうち、一

般会計と農業公園管理運営等事業特別会計に
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つきましては、黒字経営となっております。 

 次に、Ⅲの実績等で、個別の事業実績等に

ついて御説明いたします。 

 最初に、１、農地保有合理化事業について

でございます。 

 当事業は、農業従事者の減少、高齢化等を

背景に、規模を縮小したい農家等から農地を

買い入れ、農業公社の有する農地の中間保有

機能や再配分機能等を活用して、規模拡大を

希望する担い手農業者等へ農地を集積させる

事業であります。 

 その中心事業の①農地売買事業の平成20年

度の実績ですが、買い入れ、売り渡し実績と

もに前年度を下回りましたが、年間目標であ

ります100ヘクタールの売買につきましては

おおむね一応達成しております。 

 次に、裏面の畜産基盤整備事業についてで

ございますが、畜産公共事業の事業主体とし

て、熊本北部地区、阿蘇東部地区等４地区

で、草地、畜舎、家畜排せつ物処理施設等の

整備を実施したところでございます。 

 次に、３、公共育成牧場経営についてでご

ざいますが、県公共育成牧場の指定管理者と

して、農家からの育成牛の預託のほか、肉用

牛の改良推進のための受精卵供給の業務、県

の種雄牛管理等の業務を受託しておりました

が、生乳生産調整や配合飼料の高騰を初めと

する酪農経営情勢等、公共育成牧場を取り巻

く環境が大きく変化していることから、既に

公共育成牧場としての役割を終えたと判断

し、平成20年度末をもって廃止いたしており

ます。 

 なお、累積損失約４億2,300万円につきま

しては、牧場部門の出資金４億4,300万円で

清算しまして、残額の2,000万円を出資割合

に応じて配分する予定としております。 

 次に、４、農業公園管理運営等事業につい

てでございますが、農業公園の指定管理者と

して施設の管理運営を受託しております。 

 平成20年度の入園者は、畜産祭り等の大規

模なイベントがなかったため、対前年比86.

9％の約44万9,000人となっております。この

うち、体験農園の利用者につきましては、幼

稚園児や保育園児を対象とした食育活動の取

り組みを強化したことなどから、対前年比4

6.7％増、利用者にしまして8,239人増となっ

ております。 

 最後に、平成21年度の事業計画につきまし

ては、別冊経営状況を説明する書類の22ペー

ジ以降に記載しております。その御説明につ

いては省略をさせていただきたいと思いま

す。 

 以上が財団法人熊本県農業公社の経営状況

についての概要でございます。 

 農林水産政策課の説明は以上でございま

す。 

 

○牧野団体支援総室長 団体支援総室でござ

います。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 補正予算関係でございますが、今回団体支

援総室でお願いしておりますのは、赤潮によ

る養殖漁業被害に関します金融支援に係るも

のであります。 

 ３ページ一番上の段に補正額の欄ですが、

253万4,000円の補正額を上げております。 

 今回の赤潮の支援策といたしましては、ま

ず、赤潮で大きな被害を受けた養殖漁業者の

皆さんが生産回復を図る場合に必要となる資

金調達について利子補給を行うと。その具体

的な中身としましては、既存の漁業近代化資

金の枠組みを利用するということで、被害が

大きい場合には、さらに利子の上乗せをする

という仕組みでございます。 

 資料の２段目、漁業近代化資金融通対策費

となってございますが、補正額125万4,000円

でございます。 

 右側の説明欄ですけれども、ここは、既存

の漁業近代化資金につきまして、赤潮被害漁

業者が稚魚購入等に必要な資金の融通に利子
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補給を行うということで、既存の融資枠４億

円を10億円に拡大をしております。６億円拡

大ということでございます。 

 次の段ですけれども、これに伴いまして、

漁業近代化資金の債務負担行為の変更もお願

いしております。 

 それから、一番下の段ですけれども、金融

対策費、補正額128万円となってございます

が、この部分につきましては、被害が大きい

場合に、通常の漁業近代化資金の利子補給に

さらに上乗せするというところでございま

す。 

 右側の説明欄でございますが、同じく赤潮

被害漁業者が種苗購入等で生産回復を図る場

合に、市町村が利子補給を行う場合に、それ

に対して助成をするというところでございま

す。括弧内に融資枠ということで、６億と３

億ということでございます。 

 まず、６億の方は、先ほど御説明しました

漁業近代化資金の６億枠を拡大いたしました

が、それに一定の被害が大きい場合に利子を

上乗せするということで、漁業近代化資金は

若干動きますけれども、現在1.6％になって

ございますが、これに被害が大きい場合に

１％まで引き下げるというところでございま

す。さらに被害が甚大な養殖業者に関しまし

ては、無利子とするというふうに考えており

ます。 

 それから、もう一つの３億の方は、漁業近

代化資金というのは、大体系統であります農

林中金と漁業協同組合が取り扱うことになっ

てございますので、それ以外の金融機関を利

用される場合、別枠を用意するものでござい

ます。この場合は、漁業近代化資金で補給を

いたします分と同じ分の補給を行うというこ

とでございます。 

 ４ページですが、以上で総額253万4,000円

となってございます。よろしく御審議をお願

いいたします。 

 

○村山農村・担い手支援課長 農村・担い手

支援課でございます。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 農業改良普及費の新しい農業の担い手育成

費でございます。財源は、国庫支出金の1,00

0万円の増額で補正をお願いしているところ

でございます。 

 説明欄にありますとおり新規ということ

で、企業等農業参入支援推進事業でございま

して、これは市町村が指定しました区域に参

入する企業等がある場合、その企業が行う栽

培技術の習得ですとか、加工品開発、それか

ら販路開拓、それから簡易な土地基盤整備事

業に対して補助するものでございまして、こ

れによりまして早期の営農定着を図るもので

ございます。これは、中身的には補助率２分

の１でございまして、おおむね４社程度を想

定しておりますけれども、芦北町、それから

小国町に今年度参入した企業がありまして、

その企業等を想定しているところでございま

す。 

 それから、その下の欄、農業構造改善事業

費の国庫支出金返納金でございます。 

 説明欄にありますとおり、経営構造対策事

業返納金でございまして、２つございまし

て、まず１つが、平成20年度県附帯事業費の

執行残が、左側にあります280万2,000円、そ

れから昭和53年度市町村事業費の財産処分に

伴う国庫補助金の返納、これが620万7,000円

でございます。これは、阿蘇町が行った畜舎

の整備事業を財産処分するというふうなもの

でございます。合計で1,900万円余の補正を

お願いしております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○麻生農産課長 農産課でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 畑作振興対策費の県産茶緊急地域銘柄確立

支援事業1,192万円余の増額をお願いするも

のでございますが、これはリーフ茶、いわゆ
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る急須で入れるお茶でございますけれども、

このお茶が、近年、単価、数量ともに急激に

落ち込みをしておりまして、一部の農家では

採算割れをするというような大変厳しい状態

になってございます。 

 そこで、本県におきまして、県産茶の地産

地消拡大、ブランド化に向けた地域の取り組

みに対して緊急的に支援を行い、農家の所得

を図るものでございます。 

 次に、生産総合事業費、いわゆる国の経済

対策分に関連する分でございまして、１億3,

483万円余の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 これにつきましては、６月に17億円余の経

済対策補正をお願いいたしまして、それぞ

れ、そこに書いてございますカントリー果樹

施設等の整備を行ってございますが、予算化

の後に地域からの追加要望がございましたた

め、かつまた、これが国の方で採択になりま

したため、予算の増額をお願いするものでご

ざいます。 

 以上、農産課９月補正につきましては、１

億4,675万9,000円の増額を計上しておりま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

○高野畜産課長 説明資料の７ページをお願

いいたします。 

 畜産振興費のうちの畜産生産基盤総合対策

事業でございまして、1,290万円の増額をお

願いするものでございます。 

 この事業は、右の説明欄の方にも書いてお

りますけれども、本県の酪農関係は非常に厳

しい状態が続いておりまして、特に18年の生

産調整、それと19～20年の配合飼料、生産資

材の高騰等、こういった中で非常に酪農経営

が厳しい状態が続いております。 

 そういった中で廃業する農家が急増してお

りまして、特にこの３年間で約２割の農家が

減少しているような状況でございます。そう

いった中、残りの酪農家におきましても、な

かなか増産に向けての投資ができないよう

な、体力が残されていないような状況でござ

います。 

 こういった状況の中で、本県の生乳生産、

これは前年度の計画数量というのが国の方で

示されまして、そしてその計画数量に基づい

て搾乳をしていくわけでございますけれど

も、昨年度も計画数量に対して約１万トンほ

ど少ない数字を示しておりますし、今年度に

おきましても、この割り当てられました計画

数量を約1.5％減少して現在推移しているよ

うな現状でございます。 

 こういった状況が続きますと、生乳の生産

枠というのは、前年の枠に従いまして翌年度

の枠を示していきますので、毎年毎年減少し

ていく、こういった傾向が続きまして、生産

基盤の弱体化が続くような格好になるわけで

ございます。 

 そういった部分で、この弱体化を防止する

ために、計画生産の維持を図ること、これが

不可欠でございまして、現在、今年度分が約

1,300頭ほど乳牛の頭数が今不足しているよ

うな状況でございまして、そのうち1,000頭

につきましては、県酪連の方が推進いたしま

すけれども、300頭の乳牛の導入、この分に

ついて、今回補正を上げるものでございま

す。 

 続きまして、19ページをお願いいたしま

す。 

 第17号議案の財産の無償譲渡及び無償貸付

けの件でございますけれども、先ほど政策課

の方からも説明がございましたけれども、20

ページの方で御説明させていただきます。 

 熊本県の西原公共育成牧場、これは昭和46

年４月に開設いたしまして、現在約１万3,00

0頭の育成牛を供給しているわけでございま

すけれども、畜産農家の規模拡大が順調に推

移したわけでございます。 

 そういう中で、最近、この牧場の利用、こ

れがだんだんだんだん減少してきておりまし
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て、昨年の９月議会におきまして、一応牧場

の役目が終わったということで、牧場の廃止

を決定していただいたところでございます。

その中で、本年３月末をもって牧場の閉鎖を

したところでございます。 

 今回、西原公共育成牧場の廃止に伴う建物

及び物品の処分について、現在まで検討して

まいりましたけれども、建物の補助事業が中

に入っておりまして、この補助金の返納を回

避する、また、建物の今後の有効利用を図

る、また、これまで協力いただいた西原村の

産業振興の観点から判断いたしまして、次の

下の表のとおりのことで今お伺いを立てるわ

けでございます。 

 建物は、ここに書いてありますように、10

年未満の建物と10年以上の建物がございます

けれども、10年未満の建物、これにつきまし

ては、無償譲渡で西原村の方に譲渡する計画

にしております。それから、下の10年以上の

建物につきましては、これは27棟の部分があ

りますけれども、これは西原村への貸し付け

ということで今検討しているわけでございま

す。特に、この建物につきましては、県が西

原村に貸し付けするわけでございますけれど

も、使用がなくなったときには、県の責任で

撤去するというような格好になるかと思いま

す。それから、物品、トラクターにつきまし

ては、51台について無償譲渡ということです

るようにしております。 

 以上、こういった無償譲渡でお願いするも

のでございますので、よろしく御検討をお願

いしたいと思います。 

 続きまして、34ページをお願いいたしま

す。 

 第６号議案の手数料条例の改正についてで

ございますけれども、家畜の疾病の診断基準

に遺伝子学的検査、一般にＰＣＲ法検査と言

っておりますけれども、これが追加されたと

ころでございます。このことから、家畜の疾

病の173種類のうち、高病原性鳥インフルエ

ンザを初めとする92種類の疾病について、遺

伝子検査をこのＰＣＲ法で検査することが可

能になったわけでございます。 

 本検査は、従来の検査方法に比べまして非

常に迅速に精密な検査が得られることから、

今後、この検査の申請の増加が予想されるわ

けでございます。そういった部分で、今回新

たに手数料、これは１頭当たり2,500円の手

数料でございますけれども、これを設けて分

析依頼をするような格好にしております。 

 以上、３件につきまして、御審議のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○大薄農村整備課長 農村整備課でございま

す。 

 ８ページをお願いします。 

 農地災害復旧費でございます。 

 本予算は、市町村が事業主体となります現

年団体営耕地災害復旧事業に補助するもの

で、本年６月22日から７月22日までの梅雨前

線豪雨で被災しました農地あるいは農業用施

設など570カ所の復旧費用として２億3,000万

円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

 また、今回の災害につきましては、激甚災

の指定を８月25日の閣議決定でいただいてお

ります。また、災害査定につきましても、今

週末で終わる予定でございます。 

 以上です。御審議のほどよろしくお願いし

ます。 

 

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 上から２段目の国庫支出金返納金で補正額

７万5,000円を計上しておりますけれども、

これは、国庫補助事業の施行地におきまして

森林以外へ転用する事案が発生したことによ

ります返納金でございます。 

 中段の流域総合間伐対策事業費で２億円の
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増額補正をお願いしております。これは、説

明欄にございます間伐等森林整備促進対策事

業という事業におきまして、６月補正で御承

認いただきました森林整備促進及び林業等再

生基金を財源といたしまして、中核作業道の

整備に対する定額助成を行うものでございま

す。 

 それから、最下段の造林事業費で４億5,60

0万円余の増額補正を要望させていただいて

おりますけれども、これは説明欄にございま

すように、間伐等の森林施業を支援するメー

ンの事業でございます森林環境保全整備事業

におきまして、経済対策として追加してこの

事業を行うものでございます。 

 次の10ページをお願いいたします。 

 県有林造成事業費で補正額１億2,200万円

余をお願いしております。これは主に説明欄

の一番下のポツにありますように、これも、

森林整備促進及び林業等再生基金を活用いた

しまして、県有林内におきまして中核作業道

を整備するものでございます。 

 最下段でございますけれども、森林整備課

合計で７億7,900万円余の増額補正を提案さ

せていただいております。よろしくお願いし

たいと思います。 

 それから、32ページをお願いいたします。 

 報告第16号社団法人熊本県林業公社の経営

状況を説明する書類の提出についてというこ

とでございまして、内容につきましては、別

冊でお配りしております経営状況を説明する

書類という冊子の中に挟んでおります１枚紙

で説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、設立経緯でございますけれども、昭

和36年に、計画的な造林を推進するため、五

家荘林業公社として設立されまして、その

後、昭和46年に松くい虫被害が全県的に発生

したということで、その被害跡地の造林を進

めるために、県内一円を対象とする現在の公

社に改組しております。 

 ２の組織の概要でございますが、資料に記

載されているとおりでございます。なお、職

員につきましては、平成８年の18人から現在

11名まで縮減をしてきてございます。 

 次に、３の林業公社事業の概要でございま

す。 

 まず、(1)でございますけれども、林業公

社による森林整備につきましては、土地所有

者と公社が契約を結びまして、林業公社が費

用を負担いたしまして造林、保育、管理を行

い、伐採時にその木の販売収入を林業公社と

土地所有者で分け合うという、いわゆる分収

契約方式ということで行ってございます。そ

の分収の割合は、林業公社が６、土地所有者

が４ということを基本としております。平成

20年度末の契約件数は1,438件、面積は9,285

ヘクタールという状況でございます。 

 次に、(2)の平成20年度の主要事業の実績

でございますけれども、現在、新規の契約を

原則凍結しておりまして、新植ゼロ、改植１

ヘクタール、下刈り61ヘクタール、それから

除伐、間伐464ヘクタールということで実施

してございます。 

 続きまして、４の林業公社の経営改善に向

けた取り組みでございます。 

 ちょっとそこには書いてございませんが、

林業公社につきましては、長期にわたります

木材価格の下落、低迷等によりまして、借入

金の解消など、いわゆる将来的な収支の見通

しが大変厳しい状況にございます。 

 そういった中で、これまでも、組織の縮小

ですとか職員数の削減、あるいは県からの貸

付金の無利子化等の経営改善の取り組みを進

めてきたところでございますが、平成20年３

月、昨年の３月に、県の方で設置しました有

識者によります熊本県林業公社経営改善推進

委員会というところから、さらなる追加的な

改善策に最大限取り組むべきであるという内

容の提言をいただいたところでございます。 

 平成20年度におきましては、この提言を踏

まえた取り組みを行ったところでございまし
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て、１つ目でございますけれども、長伐期化

の推進ということでございまして、これは土

地所有者の御理解を得まして、通常50年生程

度で伐採するものを80年生程度に延長いたし

まして、公益的機能の維持増進のみならず、

対経済生産による木材収入の向上、さらには

長伐期化した場合に、日本政策金融公庫から

借入金を低利のものに借りかえられる制度が

ありまして、これを活用して利子の負担の軽

減を図るものでございまして、平成20年度、

新たに247ヘクタールの契約延長を行ったと

ころでございます。 

 ２つ目は、裏面になりますけれども、分収

割合の見直しということでございます。 

 分収の割合は、林業公社６、土地所有者４

を基本としておりますけれども、これにつき

まして、契約相手方が市町村、財産区の場合

には８対２に、個人の場合には７対３に変更

することをお願いすることとしてございま

す。 

 平成20年度は、市町村、財産区に係る分で

は、新たに５市町村、１財産区の契約変更を

御理解いただいて行ったところでございま

す。 

 また、個人の分収割合の見直し、これは大

変厳しいといいますか、ハードルが高いわけ

でございますけれども、そういったことで関

係機関が連携してやろうということで、県、

林業公社、市町村等で構成する協議会を設置

いたしまして、この準備を進めたところでご

ざいます。なお、個人の分は、今年度から具

体的な働きかけを行っているところでござい

ます。 

 最後に、５の平成20年度の決算関係でござ

います。 

 まず、(1)の21年３月31日時点の貸借対照

表でございます。 

 資産の部の流動資産につきましては、これ

は未収金等でございます。また、固定資産

は、ほとんどが山林としての資産でございま

す。 

 それから、負債の部の流動負債は未払い金

等でございます。また、固定負債295億円余

を計上してございます。記載しておりません

けれども、このうち県からの長期借入金が約

210億円、日本政策金融公庫からの借入金が

約85億円という状況となってございます。 

 次に、(2)の収支計算書でございます。 

 支出の部の事業費は、間伐等の造林事業費

等でございます。それから、一般管理費のう

ち支払い利息は、日本政策金融公庫からの借

入金に係る支払い利息でございます。それか

ら、分収交付金につきましては、これは間伐

等で収入が上がった場合に土地所有者に分収

分として交付するものでございます。受託事

業につきましては、県有林の保育、管理を受

託したものでございます。また、借入金返済

支出は、県及び金融公庫からの借入金の元本

償還分でございます。 

 これらを合わせました支出の合計が７億80

0万円余となってございます。 

 次に、収入の部でございますけれども、事

業収入は約5,500万円となってございます。

これは、まだ年齢が若く、また経営改善の一

環として長伐期化も進めているということも

ありまして、本格的な伐採の時期になってな

いということで、この額がこの状況になって

いるということでございます。 

 それから、補助金収入は、この森林整備に

係る補助金等でございます。借入金収入は、

県及び日本政策金融公庫からの借入金でござ

います。 

 収入の部、合計で７億4,000万円余という

状況となってございます。 

 説明は以上でございますが、県、公社が一

体となって、今経営改善を最大限努めている

ところでございまして、御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 森林整備課関係は以上でございます。 
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○藤崎林業振興課長 林業振興課です。 

 11ページをお願いします。 

 まず、林業振興指導費の県産木材需要拡大

対策費及び次の林業・木材産業振興施設等整

備事業費で、合わせて10億5,547万円余の増

額をお願いしております。 

 これは、熊本県森林整備促進及び林業等再

生基金を活用しまして、県産材利用を促進す

るための木造公共施設整備や間伐材の運搬経

費及び地域材利用開発等に対する助成を行い

ますとともに、林業生産性向上のための施設

や木材加工流通に係る施設整備及び木質バイ

オマス利用施設整備に対します助成を図るも

のであります。 

 次に、林道費の林業地域総合整備事業費で

7,631万円の増額をお願いしております。 

 これは、国の経済対策に対応しまして次年

度の計画を前倒しで実施し、林道の早期開通

を図り、事業効果の早期発現を目指すもので

あります。 

 12ページをお願いします。 

 林道災害復旧費の現年林道災害復旧費で1

億3,305万円余の増額をお願いしておりま

す。 

 これは、平成21年６月29日から７月22日ま

での梅雨前線豪雨により被災した林道施設の

早期復旧を図るものであります。 

 以上、林業振興課としましては、12億6,48

4万6,000円の増額補正をお願いしておりま

す。御審議のほどよろしくお願いします。 

 続きまして、33ページをお願いします。 

 報告第17号財団法人熊本県林業従事者育成

基金の経営状況を説明する書類の提出につい

てであります。 

 これにつきましては、お手元の別冊の中に

ペーパーを２枚お配りしてあるかと思います

ので、これによりまして説明させていただき

ます。 

 まず、１、設立の背景、２、基金の概要で

ございますが、当基金は、森林組合や民間林

業会社などの林業事業体に直接雇用されてい

る林業従事者の就業環境を整備し、林業従事

者の安定確保と育成を図ることを目的としま

して、平成元年に設立されております。 

 平成９年度までに、県、市町村等の出捐に

よりまして32億円を超える基金を積み立て、

その運用益により、退職金共済や社会保険制

度掛金の事業主負担に対する助成を行うな

ど、各種事業を実施しております。 

 また、平成９年度には、当基金が、林業労

働力の確保の促進に関する法律に基づきまし

て、熊本県林業労働力確保支援センターに指

定されたことに伴いまして、林業労働力の確

保、育成のために、各種補助事業や委託事業

をあわせて実施しております。 

 ３の所在地につきましては省略させていた

だきます。 

 次に、４、組織等でありますが、役員とし

まして、理事14名、監事３名、事務局は６名

で業務を執行しております。なお、下の欄に

役員名簿を記載しております。 

 次に、５、基本財産でありますが、平成９

年度までに県が27億5,000万円出捐し、その

ほか、全市町村、県森林組合連合会、全森林

組合及び民間林業会社を合わせて総額32億1,

186万円の積み立てを行い、運用してまいり

ました。 

 なお、平成12年度、13年度及び15年度につ

きましては、利子収入の減少等から、基本財

産の一部を取り崩して事業を実施しました。

一方、平成19年度及び20年度には、民間林業

会社から出捐をいただいており、その結果、

現在の基本財産は31億7,793万円となってお

ります。 

 また、当基金は、基本財産を国債、政府保

証債、地方債及びユーロ債といった有価証券

を満期保有目的債券として保有し、会計処理

上、取得価格により評価してまいりました。 

 昨年の秋からの世界的な経済不況による景

気低迷の影響で、基金助成事業に充てる利子
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収入が不足する事態となりました。悪化する

経済状況の中、株に投資されていた資金が安

定した債券に流れ、国債等の評価が高まり、

保有する国債が多くの含み益を持つようにな

りました。 

 そのため、昨年度末、やむを得ず国債の一

部を売却することにより、含み益を収入とし

て確保し、利息収入等を合わせて基金助成事

業を執行することができました。その結果、

保有する有価証券の債券区分がその他の債券

となり、評価方法が取得価格から時価評価と

なり、３億1,414万円余の評価損となってお

ります。 

 なお、評価損のすべてがユーロ債でありま

して、当債券は、円建て元本保証で満期まで

売却できない債券として取り扱っております

ため、実際には現金収支に影響はないものと

考えております。 

 次に、６、平成20年度業務及び決算状況で

ありますが、まず、(1)の事業実績のうちⅠ

基金助成事業であります。 

 ①の退職金共済制度及び②の社会保険制度

加入促進策としまして、事業主が負担する掛

金の２分の１以内を助成しており、延べ1,23

2人分で9,342万円余を助成しております。 

 ③は、新規参入者を雇用し、一定基準以上

の給与を支給する場合に助成しております

し、④は、新規雇用者への基礎教育、基礎技

術指導費として助成を行っております。 

 次のページです。 

 ⑤は、新規参入者に住宅手当を支給する場

合の助成であります。 

 ⑥は、多くの技能を持った従事者を育成す

るために、林業技能養成研修への参加に必要

な経費の一部を助成しております。 

 次に、Ⅱ林業労働力確保支援センター事業

であります。国や県の補助事業や委託事業を

3,600万円余で実施しております。 

 主な事業内容は、まず、①の補助事業で

は、地域林業の中核的な担い手である林業技

能作業士の養成研修、林業技能競技会の実

施、新規参入促進のための広報活動等を行っ

ております。 

 また、②から④の委託事業では、中堅林業

従事者の指導能力向上を目的とした講師養成

研修や林業事業体に対する相談、指導、管理

者研修等を行っております。 

 次に、(2)の決算概要でありますが、正味

財産増減計算書で説明します。 

 まず、一般正味財産増減の部ですが、これ

は基金助成事業及び林業労働力確保支援セン

ター事業等に係るものであり、当期増減額が

マイナス1,313万円余となり、期末残高が3,4

81万円余となっております。 

 次に、基本財産の指定正味財産増減の部で

すが、先ほど説明しました時価評価による会

計処理等もあり、当期増減額がマイナス３億

1,403万円余となり、期末残高が28億6,378万

円余となっております。そのため、合計の正

味財産は、期首残高32億2,576万円余に対し

まして、期末残高は28億9,860万円余となっ

ております。 

 次に、７、利子収入につきましては、基本

財産を国債及びユーロ債に約半分ずつ運用

し、これまでも多くの利息収入を得ていると

ころであり、適正に運用されているものと考

えております。 

 以上で報告を終わります。 

 

○久保森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 治山費で５億5,400万円余の増額補正をお

願いしております。 

 まず、緊急治山事業でございますけれど

も、５億200万円余の増額補正をお願いして

おります。これにつきましては、本年６月か

ら８月の梅雨前線豪雨により発生いたしまし

た山地災害箇所のうち、山鹿市菊鹿町矢谷を

含む６カ所について、緊急に復旧を図るもの
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でございます。 

 次に、単県治山事業でございます。 

 これも同じく、梅雨前線豪雨により発生い

たしました山地災害のうち、国庫補助の対象

とならない比較的規模の小さな被災箇所を復

旧するものでございます。県営及び市町村事

業を合わせまして5,100万円余の増額補正を

お願いしております。県営事業、市町村事業

を合わせまして23カ所について事業を実施い

たします。 

 14ページをお願いいたします。 

 治山施設災害復旧費でございます。 

 現年治山災害復旧事業で１億500万円余の

増額補正をお願いしております。これにつき

ましては、本年６月の梅雨前線豪雨により被

災いたしました治山施設、八代市の泉町でご

ざいますけれども、その復旧でございます。 

 以上、森林保全課といたしましては、総額

６億6,000万円余の増額補正をお願いしてお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

 

○神戸水産振興課長 15ページをお願いいた

します。 

 漁業経営構造改善事業費３億5,250万円余

の増額補正をお願いいたしております。 

 説明欄の方にございます１件が、県漁連が

入札事務省略化のために行う養殖ノリ入札電

子化に対する助成でございます。 

 もう一件が、経済対策として実施いたしま

す老朽化している水産物荷さばき所整備に対

する助成でございます。天草市の本渡地区１

カ所、上天草地区の柳地区、鳩之釜地区２カ

所。以上、３億5,250万円余の補正をお願い

いたします。 

 以上です。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 16ページをお願い

します。 

 県営漁礁設置事業費、増殖場造成事業費、

水域環境保全創造事業費につきましては、地

域活性化・公共投資臨時交付金の充当に伴い

ます財源更生でございます。 

 次に、17ページをお願いします。 

 上段の地域水産物供給基盤整備事業費でご

ざいますが、これは苓北町が水産資源の維持

及び増大を図るため漁場の整備を行うもの

で、国の緊急経済対策の一環として実施する

事業でございます。２億4,000万円の増額補

正を計上しております。 

 下段の漁村再生整備事業費は、先ほどの説

明と同じ財源更生です。 

 18ページの漁港関係港整備事業費につきま

しても、同じく財源更生でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○九谷弘一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 畜産課長、公共牧場の無償譲

渡はわかりますけれども、建物について、10

年未満と10年以上に分けて、10年未満は無償

譲渡、10年以上は無償貸し付けということに

なっているようでありました。これは、想像

では多分10年以上たってやるやつは、この先

余り使えない、使えなくなったときに撤去費

用を県が負担するという前提でそういう分け

方をしたのかを１つ聞きたいです。 

 それと、もう１つ、育成牧場だったんです

かね、酪農牛の――前から言ってた種雄牛の

精液の……（「雌雄判別精液」と呼ぶ者あ

り）そうそうそう。あれを何かここでやって

たと思ってましたけれども、今はそれはどう

なっていますか。その２つをお願いします。

雄雌を判別して種をつくっているやつ……。 

 

○高野畜産課長 前川委員の方の質問でござ

いますけれども、建物につきましては、ここ

に10年以内と10年以上ということで分けてお

りますけれども、当初は、西原の方にとにか
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く無償譲渡、これが一番補助金返納も要りま

せんので、そういった格好で交渉したんです

けれども、どうしても今40年ぐらいたってい

る建物でございますので、かなり老朽化が激

しい、そういった部分で無償譲渡で西原にや

った場合が自分たちで壊さなければいけな

い、最終的には10年未満のものにつきまして

は無償譲渡でいいけれども、これはまだ長く

使えるというところもあるんですけれども、

10年以上のものにつきましては無償貸し付け

で――先ほど委員が言われてらっしゃったよ

うに、最終的に崩すときには、もう県有財産

ですので、県が廃棄処分というみたいな格好

になるかと思っております。 

 それから、先ほど言われた雌雄判別の精液

でございますけれども、この西原の育成牧場

の方では、受精卵関係、こちらの方はずっと

やってたわけでございますけれども、この雌

雄判別精液は、家畜改良事業団、これは国の

方にある事業で、熊本の方の西原のところに

種雄牛センターがあるんですけれども、そち

らの方で供給している部分で、この家畜改良

事業団の熊本種雄牛センターは今後とも同じ

ような格好で継続していきますので、当然、

酪農家への供給、こういったものは従来どお

りやるような格好になるかと思っておりま

す。 

 

○前川收委員 じゃあ、将来はまた、育成牧

場の建物の方なんですけれども、撤去費は県

が支出せざるを得ないような状況になるとい

うことですよね。それを含んで一緒に譲渡

は、やっぱり向こうが受け取らなかったわけ

ですね。 

 

○高野畜産課長 一応村の方としては、もう

よかったら要らない施設は撤去してくれとい

うみたいな話もちょっとあったんですよ。撤

去すれば、補助金返納とか解体費用で約9,00

0万円弱ぐらいの値段がかかるわけでござい

まして、それよりも無償貸し付けをしまし

て、そして崩す費用というのが、大体今のと

ころ見積もって約3,300万ぐらいじゃないか

と思っております。そういう部分で、どうし

てもそちらの方が県の財政の出動も少なく済

むということで、こういった方式で西原村と

は話し合いをしたところでございます。 

 

○前川收委員 補助金返納もまだ残っている

わけですね、一部は。9,000万のうちの3,000

万……。 

 

○高野畜産課長 畜産利用しなければ、補助

金返納ということになりますけれども、今回

の方法で行きますと、一応補助金返納はしな

くて済むような……。 

 

○前川收委員 貸し付けでも大丈夫なんです

か。 

 

○高野畜産課長 この部分については、国の

方と話をして一応オーケーをもらっておりま

す。 

 

○前川收委員 わかりました。 

 それと、もう１つ、さっきの受精卵の話

は、今まで県でもやってましたよね、ここ

で。雌雄判別の受精卵、あれはどこで……。

もともと農研センターかなんかでやってて、

それを向こうに移したと思ったんですけれど

もね。 

 それで、なかなか普及が進まないというこ

とで、非常に特別な技術者が必要で、その技

術者の異動等もあって普及してなかったとい

うことで昔指摘させていただいたことがあっ

たんですけれども、酪農家の方は、それはも

う納得なさっているわけですかね。 

 これから先、酪農経営の中で非常に大事な

部分は、やっぱり産み分けをきちっとやりな

がら、いわゆる肥育に回すための子牛生産
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と、それから酪農牛の導入というのを明確に

計画的にやれるようにという意味では、その

判別がある受精卵というのは非常に利用価値

が高いと思っているんですけれども、それは

もう県として、その事業については、直接的

には取り組まずに、何とかセンターとおっし

ゃった外部のそちらに頼むということです

か。 

 

○高野畜産課長 今、前川委員の方から話が

ありましたけれども、雌雄判別をする産み分

けの精液については、家畜改良事業団が今供

給しているような状況です。それで、熊本県

でも今数千本購入しているような状況でござ

います。 

 それから、委員が言われております受精卵

につきましては、雌雄判別は農研センターの

方で今も現在やっております。それで、例数

を今固めておるんですけれども、なかなか雌

雄判別で、本来は雌が生まれるような格好で

している部分があるんですけれども、今のと

ころ、まだ６・４か７・３ぐらいの比率じゃ

ないと産まれてないような状況なんですよ。

本来は100％近く雌が産まれるような格好の

受精卵ということですけれども、今までの実

績を見ますと、大体７割近くが雌が生まれ、

どうしてもあと３割ぐらいは雄が生まれると

いうことで、そのあたりは、もっと精度を上

げるために、今のところ農研センターの方で

試験をやっているような状況でございます。 

 

○前川收委員 ６・４、７・３、僕が聞いた

ときは、たしか８割、９割以上はちゃんと判

別できるという話を聞いたんですけれども、

何か最近下がっているんですか。もともとそ

うなんですか。なかなかそれが普及しないと

いうのが、技術者も含めてですけれども、技

術者とやっぱり精度の問題ですかね。それか

ら、少し子牛が弱いというのかな。それで生

まれた子牛が弱いという話もちょっと聞いて

たんですけれども、これをちゃんとやってい

くと、計画性ができて酪農経営もかなり楽に

なるんじゃないかなと思ってたんですけれど

も、その点についてはどうですか。 

 

○高野畜産課長 今、前川委員が言われてま

したように、１つは、技術者がかわったとい

うことも１つあるんですよ。それで、その技

術者のときには、大体８割ぐらいの性判別が

できたということなんですけれども、その

後、技術者がかわって、若干確率が落ちたと

いうことで、今のところまたかなり回復に向

かってきているという話は今聞いているよう

な状況でございます。とにかく精液の方は、

大体95％は雌が産まれるところまで行ってお

りますけれども、受精卵についてはまだそこ

まで行ってないのが今の現状でございます。 

 

○前川收委員 だったら、県の畜産課とし

て、どちらに――前も一回言ったんですけれ

ども、これは特別な技術を持った技術者しか

なかなかできないので、技術者育成をやって

いこうという気持ちが余りないんじゃないで

すか。どちらでやろうと思ってらっしゃるん

ですか。 

 前も一回指摘したと思いますけれども、高

野さんはいらっしゃったかどうかわかりませ

んが、農家から苦情が出たんですよ。せっか

く今確率が上がってきて、これからだという

ときに異動になって、その人が違うセクショ

ンに行っちゃって、結局またやっぱり結果と

して落ちたわけですね。落ちたらもう何もな

らぬですよ。６・４ぐらいだったら、それは

だれもつけませんよ。それを今まで事業とし

てやってきているのに、結局成功をしないま

まに、普及しないままに、技術者がかわるこ

とによって精度が落ちて、もっと普及しない

ということに結果としてなってるじゃないで

すか。 

 その辺は、やっぱりもうちょっと中長期で
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考えて、目標をつくって技術者の育成も含め

て取り組まないと、何かそのときそのとき

の、ただ単に人事異動だからなんていう話で

やるんだったら、最初からやらない方がいい

ような話ですよ……（「水産もたいな」と呼

ぶ者あり）はい。 

 これはやっぱり今井手先生がおっしゃった

けれども、農業の技術者とか、それから水産

もそうでしょう。林業もそうでしょう。技術

者育成というのは、そんな１～２年でやれと

言われたって、それはできないと思います

よ。ある程度きちっと中長期の計画をつくっ

て、人材確保もしながら、異動はあるのはあ

るでしょうけれども、今この大事なときに、

この人がいないと困るというのをばんと動か

して、そしてやれなんて言われたって、今も

うまさに私が言ったとおり数字がどんと落ち

たじゃないですか。前は９割と聞いてました

よ、大体。それが６・４と今聞いて、えっと

思ったんですけれども、６・４だったらだれ

もつけませんよ。普及しませんよ、それは。 

 そういった技術者の育成については、やっ

ぱりもうちょっと中長期で考えて、異動はあ

るにしても、化学者とか技術者の人たちは、

ある程度そこに腰を落ちつけて育成していく

という考え方を持ってもらいたいと思います

けれども、部長いかがですか、そういう部分

は。 

 

○田農林水産部長 今、特に酪農関係は、

どうしても子供は産まないかぬ、雌牛は産ま

ないかぬと。できるだけ有効にするというこ

とで、Ｆ１とか黒毛の受精卵を移植するとい

うようなことで畜産経営が成り立っとる部分

が相当今まであったと思います。 

 そういうことで、今話がありましたよう

に、例えば、ある意味では技術者の習熟度合

いによって相当違うということは、これは県

としても大きな問題というふうに考えますの

で、県として、きちっとそういったことがで

きるような体制を考えていきたいと思いま

す。 

 

○前川收委員 今おっしゃったように、酪農

経営は厳しいんですよ。そして、今、これは

ほかに予算を組んであるように、新たな酪農

牛の導入を県も補助してやるということで、

それを導入するためには、やっぱり確実に雌

牛を産ませるということと、全部はそれがで

きない場合があるわけですから、雄牛になっ

ていいという部分については、受精卵をＦ１

に入れたり、ほかの種を入れて、要するに子

牛生産をするわけですね、繁殖の方で。繁殖

牛も足りないでしょう、熊本県は全体からい

えば。 

 だから、酪農を助け、繁殖牛もちゃんとつ

くるという部分からいえば、さっき言った、

きちっと判別ができる受精卵をきちっと確立

していくことが、酪農だけじゃなくて、今後

の熊本県の畜産全体には非常に有効だという

ふうに思っておりましたので、それがどんど

ん普及していくことを期待しておりましたけ

れども、知らないうちに、ちょっと目を離し

たすきにじゃないけれども、また技術者異動

でその技術が落ちたということは、後退です

よ、これは。やっぱり中長期できちっとそう

いうのは目標を立てながら、技術者育成とか

というものにも取り組んでいただかないと、

組んでいる予算が無駄になりますよ。無駄に

なる。そして、県が無駄になることも困りま

すけれども、酪農畜産経営にも影響が出るわ

けですから、その辺はしっかりと取り組んで

ください。 

 以上です。 

 

○村上寅美委員 ３ページ、団体支援総室

長、これは４億から10億、近代化資金という

ことで、融資だね、これは。 

 

○牧野団体支援総室長 漁業近代化資金は融
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資で、これに対する利子補給でございます。 

 

○村上寅美委員 それと、この委員会でも視

察に行ったけれども、非常に全滅に近いよう

な御所浦周辺のああいう状況になっているか

ら、再起がどうかなというところもいろいろ

懸念したのが漁連あたりから入ってくるけれ

ども、大体、申し込みというか、資金の需要

に対して、これで足りるの。 

 それと、もう１点、共済は何％ぐらい入っ

てるの。２点。 

 

○牧野団体支援総室長 まず、今回の資金に

つきましては、特に、海水養殖漁協を中心と

して、被害状況につきましては情報を収集し

ながら詰めてきたところでございます。 

 今回の制度に申し込むということについて

は、今のところわかっておりませんが、今回

の仕組みが、基本的には漁業近代化資金の既

存の制度、それに、さらに漁業近代化資金は

利子補給で1.6に抑えてありますが、さらに

被害が大きい場合に1.0に抑えると。さらに

甚大な場合にゼロにするというふうな３段階

でございます。途中の１％にするというふう

な要件につきまして、被害尾数が魚種ごとに

３割以上超えた場合は、大体まず１％とい

う、１段上乗せをしようということでござい

ますが、海水養殖漁協から得た情報によりま

すと、大体３分の２、組合員の方に関しまし

ては、被害を受けた方の３分の２ぐらいは大

体これぐらいの被害を受けておられるという

ふうなところでございます。それ以上のこと

については、ちょっとまだ今の段階ではわか

っておりません。 

 あと、共済につきましては、これも全体で

ございますが、大体７割程度、７割強ぐらい

は何らかの形で共済に入っておられると。共

済の場合は、また積算法がいろいろ違います

ので、被害額をそのまま補てんするというこ

とではございませんが、共済に入っておられ

るかどうかということにつきましては、海水

養殖漁協のお話によりますと、大体７割ぐら

いではないかというふうに聞いております。 

 

○村上寅美委員 それで、現在、養殖業を営

むまでで、これは何の業界も一緒だけど、漁

業者が既に負債を持っとるわけよね。それで

も大丈夫なの、これは。別枠というような形

の融資になるの。大体そこで詰まってしまう

とたい、借金があるものだからね。だから、

借金があるから、あただめばいたという形の

ところはどうなの。ほとんどだね。 

 それでね、セーフティーネットだってそう

なんですよ。セーフティーネットが380ぐら

いのやつが600、700、もう800ぐらい伸びて

いる。新規の連中がゼロだから２億8,000万

というのは使えるけれども、今まで300何業

者というのが、これはもう別の話だけど、い

っぱい借っとるわけたい。これは使えないわ

けよね、セーフティーネットも。 

 団体総室長、だからその辺を心配しよっと

たい。厳しく――ある組合長が御所浦に行っ

たときに、委員長もおったけど、実はおれも

体験しとるからようわかるわけたい。その辺

で、制度はつくるけど融資ができないという

のが、ほぼこれまでのパターンだから、その

辺のところが、例えば組合が絡むとか――組

合は絡もうとせぬばってんね、組合が絡むと

か、何らかの形でないと借りられないわけで

すよ、もう負債がたまっとるから。どうな

の。 

 

○牧野団体支援総室長 今委員御指摘の点

は、私どもも、動かぬと言われますと――よ

く聞いております。それで、今回の場合は、

被害当初から、国の方も、各金融機関に対し

まして、資金の円滑な融通というふうなこと

に配慮するようにということで文書を出して

おりますので、それとあわせて、特に日本政

策金融公庫、それから農林中金、この辺につ
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きましては、赤潮被害に対応する円滑な提供

ということで、特に取り組んでもらうように

ということで要請をしているところでござい

ます。 

 もちろん、実際の個々の業者のお話になり

ますと、確かに御質問にありましたように、

既に負債が大きいとかいうふうなことで、各

論になりますとなかなか難しいところがござ

いますが、あと、現在、今年度の制度でござ

います漁業緊急保証という、いわゆる保証制

度ですね。これは漁業信用基金協会が行いま

すが、この辺と組み合わせて、何とかいい方

向に対応できないかということで要請してい

るところでございます。 

 

○村上寅美委員 それで、私は、平成15年か

16年ぐらいと思うけれども、中小漁業法とい

うのが改正されてるね。だから、これがま

だ、堤君、生きてるのかな。 

 

○堤農林水産部次長 多分余り使っておりま

せんけれども、生きてると思います。ただ、

先生、これは熊本県と岡山県だけが信漁連が

ないということで非常に借りにくかったとい

うことから、これは村上委員が一生懸命頑張

っていただきまして、無担保無保証で借りる

制度をつくっていただいたというものでござ

います。ただ、保証料がちょっと高いと、通

常の倍ということで余り利用されてなかった

と。 

 それから、もう一つは、改善計画を立てな

ければならないということもございまして、

それがなかなか難しかったというようなこと

がございまして余り利用されてなかったんで

すけれども、今牧野総室長が言いましたよう

に、全国枠1,200億円で、これは保証枠が設

けられております。漁業緊急保証制度かなん

かの事業が設けられておりますが、通常です

と、保証しますと、相手が倒れますと３割の

負担が出てきたわけでございますけれども、

この制度ですと３％でいいというような制度

でございますので、非常に使いやすいと。こ

の制度を使って、村上委員が言われたやつよ

りもちょっと制度がよございますので、使い

やすいということで、この制度を使って保証

が行われて、融資がうまくいくようにという

ことで使ってやっております。 

 

○村上寅美委員 最後に、それが使われなく

ちゃ――書類をつくりきらぬとたい、申請

が、銀行と違って。だから、その辺が、例え

ばそういう税理士じゃなくて、そういうとこ

ろの指導を県がやってくれたら。制度はつく

るけれども、漁業組合に行ったって、借りた

いと言うても、もう必要書類とかなんとかと

いうとが整理しきらぬとたい、本当に。 

 だから、そういう制度があるから――これ

は平成９年か10年の天草の御所浦の赤潮のと

き、長官と話をして、これは園田さんも立ち

会うて、そして、何で農業と水産がこんなに

隔てがあるのかというところから入って、や

っと――これは今言うように、これはもう熊

本県と岡山県と信用事業をやってないという

ことで、そのためにつくられたと。 

 ところが、利用がないわけよね。だから、

その辺のところが、さっき前川委員が言うた

ように、せっかくつくったやつが衰退すると

か使われないとかというのは、やっぱりこの

辺は、あんたたちも、担当担当で、そのとき

そのときでわからぬところがあるかもしれぬ

けれども、事務的じゃなくて、部長、実務的

に入ってもらいたいと思うんですよ、実務的

に。わからぬところは、弁護士じゃないけれ

ども、そういう書類つくりの達人あたりの講

習を受けさせるとか、いろんなことをしない

と、書類ができないんですよ、本当に。その

辺は要望しとくから、よろしく。 

 それから、これはここで言うべきじゃない

けれども、異動させるなという話があるけれ

ども、用地買収なんかがそうなんですよ、用
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地が。もう日夜徹夜して、用地なんていうの

は、夜しか大体できないから行って、やっと

つき合いになってお願いしますと言いよっと

転勤するものだから、２年ぐらいで辛抱し

て、そしてもう昇格していく。あとは新人が

来るから、うまく引き継ぎができとったりで

きとらぬという、これはこの農林水産委員会

の問題じゃないけれども。 

 委員長、これは全体的に党の方も要請し

て、やっぱり人事異動については、変な癒着

にならぬような形で、やっぱりそれを完成さ

せたら２階級上げるとか、だめな人はちょっ

と左に行ってもらうとか。民主党じゃない

ぞ、おれは自民党だから。そういうふうにや

っぱりしなきゃ、何だか権利だけ持っとっ

て、義務だけ果たしときゃいいというような

時代じゃないよ。熊本県も、やっぱり株式会

社の感覚を持たなきゃだめですよ。要望で

す。 

 以上です。 

 

○井手順雄委員 関連でいいですか。 

 今、近代化資金と利子補給の補助事業に対

して、まだ申し込みがわからないというよう

なことをおっしゃいましたけれども、なぜこ

の枠を広げたというのが、この金額になった

のか、その根拠は何でしょうか。 

 

○牧野団体支援総室長 今回、６億と３億と

いうことで大体９億ぐらいのセットになって

ございますが、これは大体８億7,000万とい

うふうな被害総額がございまして、当初はも

う少し伸びるかなということもあったんです

が、被害総額の見通しとそれから共済の額、

これはすべて見通しでございましたが、そう

いうものを総合的に判断して、６億、３億

と、合わせて９億というふうに設定したもの

でございます。 

 

○井手順雄委員 そういう設定の中で、現在

においても申し込みがどの程度あるかわから

ないというようなことでありますけれども、

実質、赤潮被害が発生して２カ月ぐらいたっ

てるかな。それでまだ全然わかってないとい

うのは、県が把握をしないというのは、それ

はちょっとおかしいんじゃないかというふう

なことだと思いますけれども、そこら辺は本

当にわからないんですかね。再度お聞きしま

す。 

 

○牧野団体支援総室長 この内容の検討段階

におきましては、先ほど申しましたように、

主に海水養殖漁協というものがございますの

で、そこの方から、被害状況につきましては

一応情報を収集しながら詰めてきたところで

ございます。それで、申し込みはまだ――要

するに、まだ議決をいただいてというふうな

ことになりますので、そういう意味で手続は

スタートしていないというふうなこともござ

いますが、先ほどの村上委員の質問の中でち

ょっとお答えいたしましたように、海水養殖

漁協の組合員の中で被害を受けられた方がお

られるんですけれども、その中では大体３分

の２ぐらいは、いわゆる１％の要件といいま

しょうか、そこを満たすような……。 

 

○井手順雄委員 わかりました。 

 もう１点いいですかね。 

 今回補正が37億という中で、国庫支出金が

23億。これは、内訳としての経済対策分とい

う中の流れで、補正の金額というのは幾らに

なるんですかね。だれかわかりますか。 

 

○白濵農林水産政策課長 今回の補正分につ

きましては、経済対策分が26億で、通常補正

分が10億の約37億になります。 

 

○井手順雄委員 いろいろ、農業新聞だと

か、漁業の新聞とか、専門紙をちょっと見て

みますと、例えば、補助事業を凍結だとか、
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今回の中にもそういうやつが37億分入ってる

んじゃなかろうかと思うんですが、そういう

分の凍結された予算というのは、ここには上

げてないわけですか。 

 それとまた、今後どういった内容になるか

わかりませんけれども、農林水産部として、

今まで経済対策分をどんどん予算化してきた

中で、まだはっきりはしてないんでしょうけ

れども、見通しとして、どの分が白紙になる

のかなと、大変危惧しておるわけですね。 

 結局、さっき言ったごと、いわゆる補助、

例えば細かい話ですけれども、農家がトラク

ターを買いたいけん、補助をしてくれと、わ

かりましたという中で、今現在は、ちょっと

待ってくれと、国の方がストップをかけてい

るというようなことが多々あるんですね。そ

ういうのは、今後、どういった見通しででき

るのか、できないのか。 

 それとまた、県圃事業だとか、そういう農

業の事業に対しても、一応今のところは待っ

てくれというようなことで、今後、そういう

今までやってきたやつは、そのまま継続して

できるのか、できないのか、それもあわせて

……。 

 

○前川收委員 委員長、関連で、どうせ答え

させるなら関連でお願いいたします。 

 今、井手委員がおっしゃったのは、県や市

町村を通じた予算でそのような部分は、もう

県はきちっと把握ができると思います。とこ

ろが、我々のもとには、県や市町村を通じて

ない予算というのがあって、農家が直接――

多分ＪＡは通じていると思いますけれども、

市町村は知ってるんですね。事務は、実態的

には市町村がやってらっしゃいますけれど

も、市町村の中に、何とか事業推進何とか会

とか協議会とかつくって、その協議会から国

の方に直接補助申請をして、さっきのトラク

ター事業なんていうのが、事業名は複雑でい

ろいろあるけんわかりませんけれども、そう

いうやつがとまるという話がもう既に来てお

ります。 

 これは、市町村とＪＡ、それから県、この

３つか４つできちっと調べれば全部わかると

思うんですよね……（「県はわからぬもん

ね」と呼ぶ者あり）県だけではわからないで

す。市町村にちゃんと状況報告が来て、市町

村の事業のじゃなくて、市町村が管理してい

る団体も含めて、事業は、市町村と言えば、

市町村じゃないというわけですね。市町村職

員の皆さん方と農家と一緒につくっている何

とか協議会とかいう、その協議会から補助申

請をさせている、協議会が窓口になっている

事業もありますもんね。そういうものも含め

て、もう１カ月ぐらいたつわけですから、き

ちっと精査が終わっていると思いますけれど

も、今経済対策の補正予算の内容は、県・市

町村分については、井手先生からお話があり

ましたけれども、県・市町村を通じていない

部分についての影響がどう出ているかについ

て、一緒に答えていただければと思います。 

 

○井手順雄委員 まず、37億はできるのかと

いうのは確定しているのかと。 

 

○白濵農林水産政策課長 37億については、

すべて一応計上しておりますけれども、今、

御承知のとおり国におきましては、まだ15日

まではなかなかわからないというふうな状況

がございまして、こちらまでには伝わってき

ておりません。ただ、基金事業とかにつきま

しては、一応３カ年の基金事業がございます

けれども、今年度分については、地方分につ

いては大丈夫だろうというふうな見通しを持

っておりますが、ただ、来年度以降がちょっ

と不透明な状況でございます。 

 

○村山農村・担い手支援課長 今御指摘があ

りました県の予算を通らない事業というの

は、各市町村、県にもございますけれども、



第５回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成21年10月５日) 

 - 21 - 

担い手育成総合支援協議会というのがありま

して、そこを通る事業でございます。それに

つきましては、今のところ補正予算で事業化

してあったものが、私どもで把握していると

ころは５本ぐらいあるわけなんですけれど

も、それが一番問題になるのは、交付決定し

ている部分は、これはもう間違いないんです

けれども、割り当て内示があって、それが停

止になっているという……。 

 

○前川收委員 内示は終わっているんです

か。 

 

○白濵農林水産政策課長 割り当て内示は終

わっているんだけれども、それが交付決定ま

で行ってないものですから、そこがどうなる

かというところでございます。 

 しかも、言われましたように、トラクター

とか、コンバインとか、今ちょうど収穫の時

期に入りますので、農家としては、それを目

当てにいろんな営農計画をつくってますの

で、そういうことに非常に影響が出るという

ことで、国にはそういうことを言ってきたと

いうことで考えておるところでございます。 

 

○前川收委員 今の内容について、具体的に

件数とか金額を教えてください。 

 

○村山農村・担い手支援課長 これは、やっ

ぱりトラクターとか、それからハウス等をす

る地域担い手経営基盤強化総合対策実験事

業、これは農家個人に対して行く分で、非常

に珍しい事業でございますけれども、これが

件数にして８件ございまして、これに対し

て、助成金がトータルで３億と追加分ですの

で、４億4,000万、助成額というのがござい

ます。 

 それから、担い手経営展開支援リース事

業、これはリース事業を行った場合、２分の

１が出るものでございます。これは地域営農

組織に助成するものでございます。これは大

体コンバインですね。これをリースする場合

に、２分の１が出るということでございま

す。これは県内７件ございまして、トータル

で助成額の部分で2,000万ぐらいが助成額と

いうもので予定されておったというところで

ございます。 

 それから、あと、新規就農定着促進事業、

これは新規就農者がやはりトラクターとかそ

ういうものを導入する場合に出るもので、こ

れも２分の１事業でございますけれども、こ

れがトータルで19件でございまして、助成

額、補助金の額からいきますと１億9,000万

ぐらいということになっております。 

 

○福島農林水産部次長 今の御質問の件です

けれども、今担い手課長が申し上げたもの

は、所管している部分をお話ししているんで

すが、先ほどから委員の先生方から上がって

いますように、協議会に直接国から行くも

の、それから事業主体、ある面では個々の農

家の場合もございます。それから、市町村に

行くもの、それぞれですので、県全体で幾ら

――確定した数字で、これだけ我が県にある

というのは、今のところちょっと数字を持っ

ておりません。 

 課でいいましても、農林水産部のいろんな

課がございますが、そういうところでわかっ

ている部分はある程度持っているんですけれ

ども、県全体で国から幾ら、そういう事業主

体、あるいは市町村、あるいは協議会、そう

いうところに行っているというのでまとめた

ものは、今のところちょっとまだ持っており

ません。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、早急に調べていただき

たいことが１つです。これは、協議会を通じ

ていようが、県を通じていようが、市町村を

通じていようが、利用されようとする農家に
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とっては関係ないんですね。しかも、大切な

事業ですよ。やっぱりこれだけ厳しい農業経

営の中で、計画的に営農計画をつくって、こ

れは簡単に、はい申請しましたじゃないです

よ。恐らくきちっとした営農計画を書面で書

いて、それを審査した上で、交付決定なり採

択なりというのがあったと。 

 私、経緯を知ってますからね。１次採択の

ときは外れたという人もいらっしゃいまし

た。それは、計画が悪いからこういう点を改

善しようということで、今度補正でまた上が

ったから補正に乗せようということで、もう

一回頑張って手を挙げられて採択された方

も、少なくとも私の地元の菊池にはいらっし

ゃいます。御存じだと思います。わざわざ当

初予算で外されたからもう一回やり直そうと

いうことで計画をつくり直して、市町村の職

員もＪＡの職員も一緒になって計画をつくり

直して、手を挙げて、そして補正でやっと―

―経済対策とはいえ、補正でやっと採択され

たという話が、ここになって今どうなるかわ

からないという状況なんです。これは、県や

市町村を通じていようが、そういう形態でい

こうが、農家にとっては関係ないわけであり

まして、非常に大切な事業です。 

 ところが、県や市町村を通じている事業で

あれば、まさにこの予算審議の中で我々がき

ちっと議論をし、問題提起もできるんです

ね。ところが、それは通じてないものですか

ら見落とされてしまって、問題提起にならな

い部分がたくさんあると。今聞いただけで５

億以上、６億以上、既に今課長がおっしゃっ

た部分だけで６億ですよ。６億以上になりま

すね、これだけで、この予算が我々の目に触

れないところで凍結されるかもしれないとい

う状況があるという事実。 

 そのことを考えれば、部長、やっぱりこれ

は早く県があらゆる手段を講じて、少なくと

も農林水産部であれば、農林水産部に関係の

ある――市役所に聞けば、今の事業は全部わ

かってるんですから。何とか協議会というの

は、市役所の職員さんたちが、名前は別です

けれども、市の仕事としてやってらっしゃ

る。市として申請はしてなくても、何とか協

議会としてやってて、実務は市町村の職員さ

んがやってらっしゃいますよ。 

 そういうのを全部洗い出して、早急に、大

体幾らぐらいのまだ未確定な部分、県や市町

村の予算以外で未確定な部分、通ってないや

つで未確定な部分がどの程度あるというのを

早く出してやっぱり問題提起をしないと、だ

れの目にも触れないで、ただ単に利用者だけ

が――何も彼らには瑕疵はないんですから

ね。いいですか。政府が予算を組んで国会に

提示して、国会で認められた予算が、それぞ

れ国、県、市町村やいろんな団体におりてき

て、それに手を挙げて申請をして、そして採

択された事業ですよ。だれも、利用者にも、

県にも、市にも、我々には何ら瑕疵はありま

せん。政権の都合だけじゃないですか、それ

は。 

 もちろん、今の政権だってわからないから

そう言ってらっしゃるんだと思います。必ず

それはやってくれると思います。しかし、問

題提起をしないと、国、県、市町村の議会の

予算を通ったやつ、これはやりますと、そう

じゃないやつは切りますという話になった

ら、農家とか利用者がかわいそうですよ。そ

こをやっぱり一刻も早く精査をしていただ

き、実態的にどの程度あるのかという部分―

―システムの話は別ですよ。それは、国、

県、市町村を通していくシステムの方がよか

ったのかもしれない。個人的にはそう思いま

す。 

 しかし、システムの話は農家には関係ない

話ですから、その被害実態、まだ被害と言っ

ちゃいかぬでしょうけれども、その懸念があ

る実態については、早急にやっぱり把握して

いただき、議会というこういう公の場でお話

をしていただかなきゃいかぬと思いますの
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で、ぜひよろしくお願いします。 

 

○城下広作委員 先ほどから一連の話があっ

ている関連みたいなものですけれども、もと

もとこの緊急経済対策の、例えば６月補正で

いろいろ決めたこととか、９月で上げる補正

の分とか、結構基金事業の中には、３年間を

見越してやる事業が多いんですよ。皆さんも

御承知のとおりです。短期間のスパンではな

くて、３年間を見越しながら、第１段階では

これをやろう、第２段階ではこれをやろう、

来年度はこうやろうと、こういう流れの中

で、一部今回予算を計上した部分は、それは

オーケーですよと言われても、結果的に１年

後、２年後は続かないというようにキャンセ

ルされる場合が多々あると思うんですよ。 

 そうなると、せっかく投資したことが無駄

になるという、また悪循環に入る可能性もあ

るわけですよ。この辺もよく考えておかない

と、今６月で通した部分、例えば１つ頭に浮

かぶのは、私が質問した例の森林の件ですか

ね。例えば、初年度は測量をやりましょう、

次年度は建物をやりましょう、そして伐採機

を買いましょうと、３年事業で考えているん

です、ああいうのは、大体。ところが、最初

に測量しても、２年度の機械購入や建物の分

はもう予算がありませんというと、意味がな

いですたいね。 

 こんな事業がいっぱい、まだ知らない分野

で結構つながって３年間見越してやる分とい

うのがあると思うんです。この辺の影響なん

かもよく精査しとかないと、結局無駄な投資

につながる。政権が全く違う価値観を出せ

ば、それこそそのことすら否定されてしまう

という、この辺の心配なんかは私はあると思

うので、ちょっと具体的に大きい分だけで

も、こういう事業、こういう事業は、まさに

そういう事業……。 

 

○前川收委員 資料があるそうですよ。 

 

○城下広作委員 ああ、そうですか。じゃ

あ、それをちょっと教えてください。突出し

た分だけでいいですよ。何か似たような感じ

の分は……。 

 

○前川收委員 執行部、つくってあるんでし

ょう、一覧表みたいなやつ、それをくださ

い。 

 

○城下広作委員 やっぱり一番心配なんです

ね。大きな事業で、今のうちにある程度心構

えしとかないと、関係する人たちはもうがっ

くり来るじゃないですか。 

 

○前川收委員 配りよる間の余談ばってん、

12月の補正で基金部分もみんな出してしまう

たい。今年度使ったやつはいいというなら、

それは……。 

 

○城下広作委員 早く路線を考えとかない

と。 

 

○村上寅美委員 よかね今、ちょっと休んど

る間。 

 部長、２日で３兆円が２兆円と、漠然とし

たアバウトな話だけどね。だから、大体あな

たたちの胸三寸では、例えばどういうのがや

っぱりカットされているかということが、大

体おおよそわかりゃせぬね。これはだれか、

政策課長。 

 

○白濵農林水産政策課長 農林水産省で今す

り出しているのが、農地集積事業ですね、あ

の3,000億円。後の情報によりますと、あと

プラスアルファで何百億かの話になるという

ふうなことまではわかっておりますが……。 

 

○村上寅美委員 それを聞きよっとじゃなか

もん。だから、大体我々はニュースしかわか
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らぬから、テレビしかね、だから、あれによ

って、ああ、おれの課のどれをやられとる、

やられやせぬかとか――久保君、君はその他

で言うから、その他のとき。そういうのの大

体アバウトなね、勘定科目の中で、熊本県で

はどういうのがやられやせぬかというような

勘定はわからぬと。これは確たることはわか

らぬのは当然だからね。それは、その辺は野

球評論家になったつもりで言え……。 

 

○前川收委員 質問の途中で、例えば農地集

積事業は、今取られるとおっしゃったでしょ

う。熊本県に影響出ますか、それは。 

 

○村山農村・担い手支援課長 農村・担い手

支援課ですけれども、今3,000億になってい

るというのは、これは農地を貸し借りすると

きに、貸し手の方ですね。農地をそもそも持

っている所有者の人には、今からですと５年

間、トータル７万5,000円ぐらいになるんで

すが、それをやりましょうというやつです。

もう１つ、これが今回出てきたものですか

ら。 

 ただ、具体的なものは決まってなかったん

ですよね。ですので、私どもは、前からあっ

たのは受け手の方ですね。受け手の方にする

やつは、どれかあったものですから、これは

具体的にずっと動いてますものですから、私

どもも、それは両方今年度に入って説明し

て、ただ、こっちの新しい事業の方は、詳細

なものが全然出てこなかったものですから、

一応こういうのがありますという程度でやっ

てまして……。 

 

○前川收委員 ７万5,000円というのは聞い

てたわけですか。 

 

○村山農村・担い手支援課長 ええ、そうで

す。最初の枠の中にそれはありますので。そ

れでしたものですから、具体的なものが決ま

ってなかったので、要望がたくさん出ている

状況ではありません。ただ、ある市町村で

は、そこの首長さんが、これを使って自分の

ところの町内全体の集積はやりたいというふ

うなことで、国の方に直接、これはぜひ残し

てほしいというふうなことを緊急にお願いに

行かれたという話もちょっと聞いておりま

す。ですので、全く影響が出ないというわけ

ではないんじゃないかと思います。 

 

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 森林整備関係の基金の関係ですけれども、

実は、我々も新聞情報の範囲しか……（「そ

れは知っとる」と呼ぶ者あり）いや、実際連

絡して、３年分になるのか、１年分とか言わ

れているけれどもどうなのかとか、１年分と

いってもどこで切るのかとか、いろいろ聞く

んですけれども、非常にガードが固くて、今

行政刷新会議とかなんとかというところで何

かまた精査をしているということらしいです

けれども、なかなか情報がとれないといいま

すか。 

 その中では、我々申し上げているのは、先

ほど城下委員の方から言われましたように、

まさに３年分として、今回の基金は、川上と

川下をうまくつなげて、バイオマスなんかも

含めてうまく林業を再生していくということ

ですので、なかなか単年度予算だけでやるん

じゃなくて、３年分めどが立って計画的にや

っていかなきゃいけない関係者間のいろいろ

調整も出てきますので、それはやっぱり予算

措置といいますか、そういう基金としてめど

を持った上でないと、なかなか県も進められ

ないということがあるということ。 

 それから、川上だけやって川下はできませ

んでしたとなると、結局全体が流れなくなり

ますので、そういったことについては、国の

方にも、だから３年ないと意味がないですよ

ということは強く言っているところでござい
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ます。 

 

○前川收委員 12月県議会で債務負担設定し

て３年分を出しとくたい。それは方法論た

い。 

 

○麻生農産課長 どっちみち後から言うと怒

られますので、今言いますけれども、１つ

は、転作の奨励金は、協議会を通って県の議

決を経てない大きなものの一つだろうと思い

ますが、経済対策の中で食糧の自給率を上げ

ると。米粉とかああいうものにつきまして

は、既に現場では追加で２万5,000円程度を

もらえるということで農家はもう転作をして

おりますので、事務的にそういうことはない

というふうには断言はできませんが、仮にそ

ういうことがあれば、これはもう日本じゅう

の話ですけれども……。 

 

○井手順雄委員 総額は幾ら、熊本県は。 

 

○麻生農産課長 今精査をしておりますけれ

ども、20億ぐらいの金が今積み上げをしてお

りますけれども、必要になるのではないかと

思っております。ただ、それは事務的に言い

ますと、国からは一応しかるべき内報みたい

なものはありますけれども、横並びというこ

とで事務は凍結をしているという状況です。 

 

○九谷弘一委員長 大分時間も経過いたしま

した。先ほど、前川委員からの質問、県、市

町村を通らない協議会等へ行く予算等々につ

いては、できるだけ早急に調べて御報告をし

ていただきますようにお願いを申し上げま

す。 

 ほかにも御質問が多々ありましたけれど

も、時間の関係で、後ほど質問された委員に

お答えをいただくようにお願いいたします。 

 この辺で質疑を打ち切らせていただきま

す。よろしくお願いをいたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号と第17号から第20号までについ

て、一括して採決をいたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○九谷弘一委員長 異議がないということ

で、一括して採決いたしたいと思います。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○九谷弘一委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○九谷弘一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。執行部から報告

の申し出があっております。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、宮崎農村計画・技術管理課長に

報告をお願いします。 

 

○宮崎農村計画・技術管理課長 農村計画・

技術管理課でございます。 

 国営川辺川土地改良事業(利水事業)の現状

と今後の進め方につきまして御報告をいたし

ます。 

 現状でございますが、６月の定例会でも御

説明をいたしましたけれども、利水事業につ

きましては、最大受益地でございます相良村

とほかの市町村との意向が一致せずに、平成

20年度から事業休止の状況にございます。し

かしながら、６月16日の相良村議会における

推進決議によりまして、関係６市町村長と市
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町村議会は、既設導水路活用案――農水省新

案でございますが、事業推進での意向で今一

致をしたところでございます。 

 相良村議会の推進決議の後でございます

が、６市町村長と相良村議会が、６月下旬

に、県知事及び農林水産大臣に対しまして本

事業の推進を求める要望書を提出されており

ます。その後、県議会でも、６月定例会にお

きまして、国営川辺川土地改良事業の早期事

業再開に関する意見書が全会一致で可決され

ておるところでございます。 

 事業主体でございます農林水産省は、これ

らの要望を受けまして、川辺川地区とは別途

の調査予算を確保するということで、今年度

から事業計画策定に必要な調査を開始すると

いうこととともに、来年度につきましても引

き続き予算を確保するというような方針を表

明しているところでございます。 

 また、事業再開に当たりましては、関係市

町村長や市町村議会の合意とともに、川辺川

に既得水利権を有します人吉、それから相良

村の土地改良区の合意が必要との意向を示し

ているものでございます。 

 人吉土地改良区におきましては、７月15日

の総代会におきまして既設導水路活用案での

事業実施に同意する特別決議を可決されてお

ります。一方、相良村土地改良区におきまし

ては、組合員の皆様への説明が必要としまし

て、８月５日から12日に計６回、それぞれの

水路掛かりにおきまして説明会を実施してお

ります。その際に、土地改良区から出された

要望につきましては、先月９月９日に村の方

から回答を行いまして、土地改良区のその要

望に対しては理解を得られているところでご

ざいます。 

 しかしながら、相良村の土地改良区の中

で、受益地となっております川村飛行場、そ

れから柳瀬西溝掛かりの一部の農家の方々

は、事業の除外を求める請願書を農政局、そ

れから県、相良村長に提出をするなど、相良

村土地改良区の合意に向けては、引き続き地

元における合意形成が必要な状況というふう

になっておるところでございます。 

 今後の進め方でございますが、本事業の再

開に当たりましては、前回も御説明をいたし

ましたけれども、相良村土地改良区の合意、

それから土地改良法に基づく農家の３分の２

以上の同意取得など、地元合意形成に向けた

手続が必要でございます。関係市町村におき

まして、農家の意見、要望等を十分に踏ま

え、地元の合意形成が図られることが重要で

ございます。 

 まずは、今回除外の要望のありました２地

区の取り扱いにつきまして、関係者の事前協

議において農家へのアンケート結果から現在

の受益面積、当初の3,000強の受益面積から

約1,300の面積に絞り込んだ経緯も踏まえつ

つ、地元において協議、調整がなされる必要

があると思っております。相良村におきまし

ては、さらに小さな単位での説明をされるべ

く調整をされているというふうに聞いておる

ところでございます。 

 県といたしましては、人吉・球磨地域の基

幹産業でございます農業の振興を図る上で、

新たな営農展開を可能といたします安定した

水の確保は重要な課題と認識をしており、引

き続き、地元合意形成に向けて必要な支援に

努めていくとともに、農林水産省が本年度か

ら事業計画の策定に必要な調査を開始すると

いうふうにしておることから、県としても協

力してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○九谷弘一委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。質疑はあり

ませんか。 

 

○村上寅美委員 １点だけ。これは、面積は

どれくらいや。 
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○宮崎農村計画・技術管理課長 面積は、今

約1,300ヘクタールでございます。 

 

○九谷弘一委員長 よろしゅうございます

か。なければ、これで報告に対する質疑を終

了します。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○平野みどり委員 井手先生の地元の小島の

土地改良事業のことなんですが、本年度の事

業で行われていると思いますけれども、あそ

こも、もう農業をやられなくなった方、ある

いは農地を貸してらっしゃる方、専業農家で

やってらっしゃる方、いろんなお立場の方た

ちがいらっしゃって、事業に関しては３分の

２の合意形成はされて事業に入ってらっしゃ

るんでしょうけれども、実際、農道の問題で

すとか減歩の問題等々で、事業に具体的に進

むときの合意形成がなかなか難しい状況があ

るとも聞いておりますが、今どんなふうな状

況でしょうか。 

 

○大薄農村整備課長 小島地区の状況につき

ましては、現在、事業計画、それを実施に移

す段階で換地の作業が進められております。

また、それを含めまして、事業計画の詳細に

ついて、地元に説明をされている状況。 

 現状といたしましては、詳細な事業計画に

つきまして、農道の幅員等について受益者の

中で若干意見の合わないところがあると、そ

ういう状況であると聞いております。 

 今後、県といたしましても、地元の推進員

あるいは市等とも協議しながら、できるだけ

丁寧な説明をして、そして今現在反対されて

いる方々についても、ぜひ御納得していただ

くように、今後とも努力をしていきたいと、

そのように考えております。 

 

○平野みどり委員 当初の計画のときは３分

の２になっていたのだけれども、実施計画で

なかなか合意ができないという方もおられる

というふうに聞いておりますけれども、合意

が形成されないまま道路ができちゃったらで

こぼこになって、後であの人が同意せぬだっ

たから等々のいろんな地域の中でのぎくしゃ

くしたことが起こらないように、今回政権も

かわって、改良事業の中の詳細の部分で、道

路の幅員に関しては国の縛りがないとは聞い

ていますけれども、柔軟にやっていただきな

がら、専業農家の方がその次の世代まで農業

をやっていこうという方たちなので、ここを

一番大事にしていただきたいなということを

要望として言わせていただきます。お願いし

ます。 

 

○九谷弘一委員長 ほかにありませんか。 

 

○井手順雄委員 今回、中山間地域の直接支

払制度の継続に関する意見書の提出をお願い

するものであります。 

 御存じのように、本県においては、中山間

地域の耕地面積が５割以上を超えるというよ

うな重要な地域であるということを認識して

おります。 

 今後も、直接支払制度がなければ、この地

区の生活は成り立たないというような状況は

事実であります。しかしながら、政権交代に

伴い、改めて概算要求の提出をしてくれとい

うようなことで、継続できるか、本当に心配

でありますし、また、地域の方々もそういう

心配があるように聞いております。 

 そのため、本委員会で意見書を提出して国

に要求を求めたいというふうに思いますが、

委員長よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○前川收委員 今、井手委員から発議がござ

いましたけれども、私も賛成であります。 

 民主党さんに政権がかわって、新しい直接
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戸別所得補償制度というものをやるとおっし

ゃっていますが、制度導入が2011年からとい

う話でありまして、ことし2009年度いっぱい

でこの中山間直接支払制度というのは切れち

ゃいます。つまり、2010年度は、もしも制度

設計ができてない状況では穴があくんです

ね、2010年度は。やっぱりこれは、この直接

戸別補償制度と整合できるのかできないのか

も、戸別支払制度の内容がわからないから何

とも言いようがないわけでありますが、現行

制度が、もしも政権がかわったことが理由に

より廃止されるということになれば、これは

もう本県農業は中山間地帯を中心に非常に厳

しい状況になるということは事実であります

から、改めて、ぜひこのような今の背景を踏

まえて検証をさせていただければと思いま

す。 

 以上であります。 

 

○九谷弘一委員長 本委員会から意見書を提

出していただきたいという提案であります。

これについて今、前川委員から賛成というよ

うな御意向もございました。これについて、

皆さん方から何か御意見がございましたら…

…。なければ、賛否をとらせていただきたい

と思います。提出してよろしゅうございまし

ょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○九谷弘一委員長 全員賛成でもって異議な

しということであります。 

 文言等の誤字脱字がございましたら、また

言っていただければと思っております。 

 それでは、この意見書により、委員会提出

議案として本会議に提出したいと思います。

よろしくお願いをいたします。 

 ほかに何かありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○九谷弘一委員長 私の方から１点だけ、そ

の他の方で質問させていただきます。 

 所得補償制度推進本部なるものができて、

今後新政権で進められていくと思いますけれ

ども、一番危惧をいたしておりますのは、こ

の制度と農業共済制度との整合性はいかにな

っていくのか。熊本県にも、プロパーの方々

は270～280名いらっしゃるわけであります。 

 そういった中で、まだ県としてもその辺の

内容はつかんではいらっしゃらないと思いま

すけれども、プロパーの方々あるいは農家の

方々も、大変これに対して関心を持ち、不安

を持っていることは間違いないわけでありま

す。 

 特に、この制度の対象作物は、米、麦、大

豆、てん菜とかと聞いておりますけれども、

農家はすべての作物、すべての魚介類という

ところまで拡大解釈した補償制度だろうとい

うふうに認識をして選挙に投票したような感

じを持っておるわけであります。 

 その辺はどうなっているのか、わかる範囲

内でお答えいただきたいし、もしわからない

ときには、わかった範囲内で早くこの委員会

にその辺の報告をしていただきたいと思いま

す。わかる範囲内でお答えをいただきたいと

思います。 

 

○牧野団体支援総室長 団体支援総室です

が、農業共済の方との関係ということで、今

戸別所得補償と農業共済は、要するに災害の

場合の補償でございますが、所得補償の場合

は、所得の補償だと思うんですけれども、一

応今のところ詳細な情報はわかっておりませ

んけれども、農水省等の見通しでは、現在民

主党の方で検討されております戸別所得補償

とそれから農業共済につきましては、もとも

と仕組み等は別ではないかというふうなこと

を聞いているところでございます。 

 ただ、御承知のように、戸別所得補償制度

というのは、具体的な中身が今後というふう

に聞いておりますので、その中で検討される

と思いますので、今後情報収集に努めていき

たいというふうに思っております。 
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○九谷弘一委員長 わかったら、できるだけ

早く――やはりプロパーの方270名もいらっ

しゃるわけであって、どう我々は今後仕事を

やっていかなんかと非常に不安に思っていら

っしゃる方もたくさんいらっしゃるようであ

ります。 

 それと、対象作物はどのような方向でお考

えになっているのか。先ほども申し上げまし

たように、選挙期間中の有権者は、ほとんど

のものすべてがこの対象になるという認識の

中で投票をしたと私は思っております。 

 そういった中で、今わかる範囲内で、どの

くらいの作物を対象にしているのか、そして

そのやり方は、どういった方法を――まだ具

体的にわからぬでしょうけれども、つかんで

いらっしゃる範囲内で教えていただきたいと

思います。 

 

○村上寅美委員 金額も聞かなん。 

 

○前川收委員 今の意見で私も１つだけ、こ

れは意見です。 

 民主党さんの戸別所得補償制度というの

は、２年前の参議院選挙のときからマニフェ

ストに書かれて出されてますね。参議院選挙

後に法案として国会に出されました。提出さ

れました。それはもう皆さん御存じのとおり

であります。 

 そのときの対象品目というのは、たしか

米、麦、大豆ぐらいで、そのくらいの品目し

か多分なかったと思います。しかし、一たん

法案として出されたことは、これは事実です

よね、当時否決されましたけれども。通らな

かったけれども、出されたと。 

 その後、時間の経緯からすれば、もう２年

以上たっているわけですね。つまり、戸別所

得補償制度というのが、この間の選挙の前に

ぽっと出てきたものじゃなくて、制度として

は、新政権を担うべく、政権奪取に向けた新

しい戦略的な政策として練ってこられている

はずですよ。２年間あったんですから、きの

う言ったわけじゃないんですから。なのに中

身がわからないというのが、非常に私は奇異

に感じて仕方ないですね。 

 ですから、その辺のところもはっきり、き

のうきょう言いなったんじゃないから、例え

ば今この段階で説明するとすれば、一たん出

された法案があるじゃないですか。参議院に

出されたでしょう。参議院選挙の後に国会に

法案として出してあります。その内容ぐらい

は説明しくださいよ、その内容ぐらい。 

 皆さんに言っても仕方ないんですけれど

も、これは既成事実として国会に法案として

提出されたものですよ、通らなかったけれど

も。それしか今はわからないでしょう。その

くらいは、やっぱり内容をもう勉強されてい

ると思いますけれども、後で結構ですので、

その内容について教えてください。 

 

○村上寅美委員 後でて、わかっとるでしょ

う。米、麦、大豆だろう。野菜と果樹は外れ

とったろう。 

 

○前川收委員 制度設計全体の内容ですか

ら。 

 

○城園芸生産･流通課長 もうマニフェスト

と政策集の範囲でしか、はっきり申し上げて

わかりません。その中には、野菜、果樹、花

は別項目として立ててありますので、戸別補

償制度とは別の対策なのかなというふうな、

そういう推測しか持っておりません。 

 以上です。 

 

○前川收委員 ２年前の法案については、法

案は廃案になって通ってないけれども、法案

はわかっているんでしょう、出された法案の

内容は――だれも知らない。調べてみてくだ

さい。これは民主党さんが提出された法案で
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すから。それは参考になるはずですよ、大き

く。 

 

○九谷弘一委員長 それでは、なかなか非常

に見通しのわからぬ話ですから、どうぞひと

つできるだけわかったら早く御報告をしてい

ただくようにお願いをいたします。 

 それでは、これをもちまして、第５回農林

水産常任委員会を閉会いたします。 

 大変お疲れでございました。 

   午後０時２分閉会 
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